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教職員の懲戒処分について 

 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（戒告） 

２ 処 分 年 月 日  令和４年６月３日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・３３歳・女性 

４ 所 属 名  南部地区・県立高等学校 

５ 発 生 年 月 日  令和３年１２月２４日 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和３年１２月２４日（金曜日）午後５時５分頃、普通乗用自

動車を運転して退勤途中、さいたま市見沼区東大宮七丁目１３番地４先の信号

機のない交差点において、一時停止後直進しようとしたところ、右方から直進

してきた相手方男性運転の原動機付自転車と衝突した。 

  その結果、同男性に右肋骨骨折、頚椎及び腰椎捻挫並びに打撲の傷害を負わ

せた。 
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